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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井板やフィルタユニット等の天井設備を載置すべく格子状に配置される主天井レール
と補助天井レールとを継手部材及び押え部材を介して接合してなるクリーンルーム等の天
井構造であって、
　上記主天井レールの垂直基部の下端部に外向きフランジ部を形成すると共に、外向きフ
ランジ部の上面の基端側部位に、上方が開口する嵌入溝を主天井レールに沿って形成し、
上記垂直基部における上記嵌入溝の上方に下方が開口する係合溝を主天井レールに沿って
形成し、
　上記継手部材の一端部に、上記嵌入溝に嵌合する嵌入凸条及び上記押え部材と接触する
当接面を形成し、
　上記押え部材の一端部に、上記係合溝に係合する係合凸条及び上記継手部材と接触する
当接凸条を形成し、
　上記嵌入溝に上記嵌入凸条を嵌合させた状態で、上記継手部材を上記外向きフランジ部
と上記補助天井レールの端部に掛け渡すと共に、外向きフランジ部及び補助天井レールに
下部固定部材をもって固定し、上記係合溝に上記係合凸条を係合させると共に、上記当接
凸条を上記当接面に当接させた状態で、押え部材を上記補助天井レールの端部に上部固定
部材をもって固定して、主天井レールと補助天井レールを接合する、ことを特徴とするク
リーンルーム等の天井構造。
【請求項２】
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　請求項１記載のクリーンルーム等の天井構造において、
　上記主天井レールの外向きフランジ部は、上部片、側部片及び下部片からなる中空部を
有し、
　上記補助天井レールは、仕切壁によって区画される上部及び下部中空部を有し、
　上記継手部材と外向きフランジ部及び補助天井レールとを固定すべく上記上部片及び仕
切壁を貫通する上記下部固定部材の突出部を上記中空部内及び下部中空部内に納めると共
に、上記押え部材と補助天井レールとを固定すべく補助天井レールの上部を貫通する上記
上部固定部材の突出部を上記上部中空部内に納めるようにした、ことを特徴とするクリー
ンルーム等の天井構造。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のクリーンルーム等の天井構造において、
　上記主天井レールの垂直基部において、上記嵌入溝と上記係合溝との間に、上方が開口
する第２の嵌入溝を主天井レールに沿って形成し、
　上記継手部材の一端部に、上記第２の嵌入溝に嵌合する第２の嵌入凸条を形成する、こ
とを特徴とするクリーンルーム等の天井構造。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載のクリーンルーム等の天井構造において、
　上記嵌入溝は先端側に向かって拡開する勾配面を有すると共に、上記嵌入凸条は上記嵌
入溝に嵌合すべく下方に向かって狭小となる勾配面を有する、ことを特徴とするクリーン
ルーム等の天井構造。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載のクリーンルーム等の天井構造において、
　上記係合溝は円弧状の凹状曲面を有すると共に、上記係合凸条は上記係合溝に回動可能
に係合するように円弧状の凸状曲面を有する、ことを特徴とするクリーンルーム等の天井
構造。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載のクリーンルーム等の天井構造において、
　上記補助天井レールの上面には、この補助天井レールに沿うねじ溝が設けられている、
ことを特徴とするクリーンルーム等の天井構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば天井板や清浄空気を生成するファンフィルタユニット等の天井設備
を目的に応じて配置可能にするクリーンルーム等の天井構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、クリーンルームの天井位置には、格子状に配置された主天井レール及び補助天
井レールによって複数の空間が設けられており、所定の空間位置にファンフィルタユニッ
ト（以下にＦＦＵという）が配置されるようになっている。また、ＦＦＵが配置されるこ
とのない他の空間は、天井板によって天井レールの上側から閉塞されている。
【０００３】
　上記天クリーンルームの天井構造は、予め工場にて所定寸法に切断された主天井レール
と補助天井レールの一方、例えば補助天井レールの端部に継手部材を固定部材例えば固定
ねじによって固定し、現場において、継手部材を、主天井レールに設けられた垂直基部及
び外向きフランジ部に当接するように掛け渡し、固定部材例えば固定ねじによって固定す
ることで、主天井レールと補助天井レールとを交差状に接合すると共に、格子状部を組み
立てている。そして、格子状部にＦＦＵあるいは天井板を載置して天井を構成している。
【０００４】
　従来のこの種の天井構造としては、格子状に配置される一方のフレーム材（天井レール
）の垂直部の側面に連結具の基部を位置決めして固定し、基部に対して直角に突設された
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突出部の先端部に嵌合凹溝を設け、この嵌合凹溝に他方のフレーム材（天井レール）の垂
直部を嵌合した状態でボルトにて固定する構造が知られている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００５】
　また、別の天井構造として、主天井レールの垂直基部の下端部の外向きフランジ部の基
端側部位に、係合溝を主天井レールに沿って形成し、継手部材に、係合溝に係合する係合
凸条を形成し、係合溝に係合凸条を係合させた状態で、継手部材と外向きフランジ部及び
補助天井レールとを固定ねじにて固定して、主天井レールと補助天井レールを接合する構
造が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平８－１５１７２１号公報（特許請求の範囲、図２）
【特許文献２】特開２００１－２９５４０７号公報（特許請求の範囲、図３、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前者すなわち特開平８－１５１７２１号公報に記載の構造においては、
連結具は略Ｔ字状に形成されているため、連結具自体の捩り方向の変位は拘束されている
ものの、連結具自体は薄板で、フレーム材（天井レール）の垂直部も板状であり、しかも
固定はねじ止めであるので、地震等で曲げ・引張加重が加わると、連結具やフレーム材（
天井レール）が変形するおそれがある。また、連結具をフレーム材（天井レール）の垂直
部の側面上下に設けた溝に係止させる場合には、連結具をフレーム材（天井レール）の垂
直部側面にスライドさせて取り付けなければならず、連結具をフレーム材（天井レール）
の側面に対して直交方向から取り付けることができないという問題がある。
【０００７】
　これに対して、後者すなわち特開２００１－２９５４０７号公報に記載の構造において
は、主天井レールの垂直部に対して直交する方向から補助天井レールを取り付けることが
できるため、前者に比べて組立作業性の向上が図れる。しかし、主天井レールと補助天井
レールを固定する継手部材は主天井レールの係合溝への係合とねじ止めのみであるため、
地震等で捩り加重が加わると、補助天井レールが捩れるおそれがある。
【０００８】
　この発明は、上記事情に鑑みてなされたのもので、主天井レールと補助天井レールとを
地震等により引張・曲げ及び捩り加重に対して強固に接合して、FFUや天井板を載置する
格子状部を形成するクリーンルーム等の天井構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１記載のクリーンルーム等の天井構造は、天井板やフ
ィルタユニット等の天井設備を載置すべく格子状に配置される主天井レールと補助天井レ
ールとを継手部材及び押え部材を介して接合してなるクリーンルーム等の天井構造であっ
て、　上記主天井レールの垂直基部の下端部に外向きフランジ部を形成すると共に、外向
きフランジ部の上面の基端側部位に、上方が開口する嵌入溝を主天井レールに沿って形成
し、上記垂直基部における上記嵌入溝の上方に下方が開口する係合溝を主天井レールに沿
って形成し、　上記継手部材の一端部に、上記嵌入溝に嵌合する嵌入凸条及び上記押え部
材と接触する当接面を形成し、　上記押え部材の一端部に、上記係合溝に係合する係合凸
条及び上記継手部材と接触する当接凸条を形成し、　上記嵌入溝に上記嵌入凸条を嵌合さ
せた状態で、上記継手部材を上記外向きフランジ部と上記補助天井レールの端部に掛け渡
すと共に、外向きフランジ部及び補助天井レールに下部固定部材をもって固定し、上記係
合溝に上記係合凸条を係合させると共に、上記当接凸条を上記当接面に当接させた状態で
、押え部材を上記補助天井レールの端部に上部固定部材をもって固定して、主天井レール
と補助天井レールを接合することを特徴とする。
【００１０】
　このように構成することにより、主天井レールの嵌入溝に継手部材の嵌入凸条を嵌合さ
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せた状態で、主天井レールの外向きフランジ部及び補助天井レールに下部固定部材をもっ
て固定し、主天井レールの係合溝に押え部材の係合凸条を係合させると共に、当接凸条を
当接面に当接させた状態で、押え部材を補助天井レールの端部に上部固定部材をもって固
定して、主天井レールと補助天井レールを接合することができる。また、主天井レールに
係合し、補助天井レールに固定される押え部材によって継手部材の浮上りを阻止すること
ができる。
【００１１】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載のクリーンルーム等の天井構造において、
上記主天井レールの外向きフランジ部は、上部片、側部片及び下部片からなる中空部を有
し、　上記補助天井レールは、仕切壁によって区画される上部及び下部中空部を有し、　
上記継手部材と外向きフランジ部及び補助天井レールとを固定すべく上記上部片及び仕切
壁を貫通する上記下部固定部材の突出部を上記中空部内及び下部中空部内に納めると共に
、上記押え部材と補助天井レールとを固定すべく補助天井レールの上部を貫通する上記上
部固定部材の突出部を上記上部中空部内に納めるようにしたことを特徴とする。
【００１２】
　このように構成することにより、継手部材と主天井レールの外向きフランジ部及び補助
天井レールとを固定する下部固定部材の突出部を、外向きフランジの中空部内及び補助天
井レールの下部中空部内に納めることができ、かつ、押え部材と補助天井レールとを固定
する上部固定部材の突出部を補助天井レールの上部中空部内に納めることができる。
【００１３】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載のクリーンルーム等の天井構造にお
いて、　上記主天井レールの垂直基部において、上記嵌入溝と上記係合溝との間に、上方
が開口する第２の嵌入溝を主天井レールに沿って形成し、　上記継手部材の一端部に、上
記第２の嵌入溝に嵌合する第２の嵌入凸条を形成する、ことを特徴とする。
【００１４】
　このように構成することにより、主天井レールに設けられた複数の嵌入溝にそれぞれ継
手部材に設けられた複数の嵌入凸条を嵌合した状態で、継手部材と主天井レール及び補助
天井レールとを固定することができる。
【００１５】
　また、請求項４記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載のクリーンルーム等
の天井構造において、上記嵌入溝は先端側に向かって拡開する勾配面を有すると共に、上
記嵌入凸条は上記嵌入溝に嵌合すべく下方に向かって狭小となる勾配面を有する、ことを
特徴とする。
【００１６】
　このように構成することにより、先端側に向かって拡開する勾配面を有する嵌入溝に、
下方に向かって狭小となる勾配面を有する嵌入凸条を嵌合することで、継手部材の嵌入凸
条と主天井レールの嵌入溝との嵌合を容易にすることができると共に、上記勾配と補助天
井レールの自重によって主天井レールに補助天井レールが引き寄せられる。
【００１７】
　また、請求項５記載の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載のクリーンルーム等
の天井構造において、上記係合溝は円弧状の凹状曲面を有すると共に、上記係合凸条は上
記係合溝に回動可能に係合するように円弧状の凸状曲面を有する、ことを特徴とする。
【００１８】
　このように構成することにより、円弧状の凹状曲面を有する係合溝に、円弧状の凸状曲
面を有する係合凸条を回動可能に係合することで、押え部材を設置することができる。
【００１９】
　また、請求項６記載の発明は、請求項１ないし５のいずれかに記載のクリーンルーム等
の天井構造において、上記補助天井レールの上面に、この補助天井レールに沿うねじ溝を
設ける、ことを特徴とする。
【００２０】



(5) JP 4841374 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

　このように構成することにより、押え部材を固定する上部固定部材をねじ溝にねじ結合
することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、上記のように構成されているので、以下のような優れた効果が得ら
れる。
【００２２】
　（１）請求項１記載の発明によれば、主天井レールと補助天井レールとを、継手部材と
押え部材の複数の部材をそれぞれ固定して接合することができるので、主天井レールと補
助天井レールの接合を強固にすることができる。また、主天井レールに係合し、補助天井
レールに固定される押え部材によって継手部材の浮上りを阻止することができるので、地
震等による引張・曲げ及び捩り加重が主天井レール，補助天井レールの接合部に加わった
場合でも外れ難くすることができ、堅牢な天井構造とすることができる。
【００２３】
　（２）請求項２記載の発明によれば、継手部材及び押え部材を固定する固定部材の突出
部を、主天井レール及び補助天井レールに設けた中空部内に納めることができるので、上
記（１）に加えて、更に固定部材がクリーンルーム等の室内に露出するのを防止ことがで
き、クリーンルーム等の美観の向上を図ることができる。
【００２４】
　（３）請求項３記載の発明によれば、主天井レールに設けられた複数の嵌入溝にそれぞ
れ継手部材に設けられた複数の嵌入凸条を嵌合した状態で、継手部材と主天井レール及び
補助天井レールとを固定することができるので、上記（１），（２）に加えて、更に主天
井レールと補助天井レールの接合を強固にすることができる。
【００２５】
　（４）請求項４記載の発明によれば、上記（１）～（３）に加えて、更に継手部材の嵌
入凸条と主天井レールの嵌入溝との嵌合を容易にすることができる。また、嵌入溝と嵌入
凸条に設けられた勾配と補助天井レールの自重によって主天井レールに補助天井レールが
引き寄せられるので、主天井レールと補助天井レールとの接合を隙間なく行うことができ
る。
【００２６】
　（５）請求項５記載の発明によれば、円弧状の凹状曲面を有する係合溝に、円弧状の凸
状曲面を有する係合凸条を回動可能に係合することで、押え部材を設置することができる
ので、上記（１）～（３）に加えて、更に押え部材の設置が容易にすることができると共
に、組立作業を容易にすることができる。
【００２７】
　（６）請求項６記載の発明によれば、押え部材を固定する上部固定部材をねじ溝にねじ
結合することができるので、上記（１）～（５）に加えて、更にナットや座金等を用いる
ことなく押え部材を容易に固定することができる。また、ねじ溝を利用してフィルタユニ
ット等の天井設備を固定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に、この発明の最良の実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
【００２９】
　＜第１実施形態＞
　図１は、この発明に係るクリーンルームの天井構造の第１実施形態を示す断面図、図２
は、天井構造の要部を示す拡大断面図、図３は、天井構造の要部を示す斜視図、図４は、
この発明における継手部材の固定状態を示す一部断面斜視図、図５（ａ）は、図１のI－I
線に沿う断面図、図５（ｂ）は、図１のII－II線に沿う断面図である。
【００３０】
　上記天井構造は、図１及び図２に示すように、天井を構成する位置に格子状に配置され
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ると共に、継手部材３０及び押え部材４０を介して接合される主天井レール１及び補助天
井レール２と、これら天井レール１，２によって区画された四角形状の格子状空間（図示
せず）を、天井レール１，２の上側から塞ぐ天井板３と、この天井板３以外の格子状空間
内に配置されるファンフィルタユニット（ＦＦＵ）４とを備えている。
【００３１】
　上記主天井レール１は、図１ないし図３に示すように、仕切壁１１によって上下に区画
される上部空間１２と下部空間１３を有する中空状の垂直基部１０と、この垂直基部１０
の下端両側に延在され、天井板３あるいはＦＦＵ４を載置可能な一対の中空状の外向きフ
ランジ部１４（以下に中空フランジ部１４という）と、垂直基部１０の上部片１０ａの上
部に延在する上部狭隘開口溝１５と、垂直基部１０の下部片１０ｂと両中空フランジ部１
４の側部片１４ｂ及び該側部片１４ｂの下端部から相対向する方向に延在する水平片１４
ｃとからなる下部狭隘開口溝１６を具備してなる。なお、上記垂直基部１０は、必ずしも
中空状である必要はなく、中実状に形成したものであってもよい。
【００３２】
　この場合、中空フランジ部１４は、上部片１４ａと、一対の側部片１４ｂと、下部片１
４ｃとからなる中空部１４ｄを具備しており、上部片１４ａの上面の基端側部位に、上方
が開口すると共に、先端側に向かって拡開する勾配面１７を有する第１の嵌入溝１８が主
天井レール１に沿って形成されている。
【００３３】
　また、垂直基部における第１の嵌入溝１８の上方に下方が開口する円弧状の凹状曲面１
９ａを有する係合溝１９が主天井レール１に沿って形成されている。
【００３４】
　また、主天井レール１の垂直基部１０において、第１の嵌入溝１８と係合溝１９との間
には、上方が開口すると共に、先端側に向かって拡開する勾配面１７ａを有する第２の嵌
入溝１８ａが主天井レール１に沿って形成されている。
【００３５】
　このように構成される主天井レール１は、アルミニウム製押出形材にて形成されている
。また、下部狭隘開口溝１６の開口部には、合成樹脂製のキャップ部材５が着脱可能に装
着されるようになっている。
【００３６】
　補助天井レール２は、図１ないし図６に示すように、仕切壁２０によって区画される中
空フランジ部１４と同じ高さを有する略扁平矩形状の下部中空部２１と、この下部中空部
２１の中央部の上方に起立する矩形状の上部中空部２２とを具備してなる。なお、仕切壁
２０の下面中央部には、ねじの結合を強固にするために肉厚部２０ａが形成されている。
また、上部中空部２２の上部片２２ａの中央にはねじ溝２３が補助天井レール２に沿って
形成されている。また、上部中空部２２における仕切壁２０の上方近傍部位の対峙する側
壁２２ｂの対向面には、一対の案内凸条２４が設けられている。この案内凸条２４と仕切
壁２０との間に、後述する継手部材３０の水平片３２が挿入可能になっている。
【００３７】
　なお、補助天井レール２の主天井レール１との接合側端部において、上部片２２ａに切
欠き２５が設けられている（図１及び図６参照）。このように切欠き２５を設ける理由は
、後述する継手部材３０を固定するための下部固定部材である下部固定ねじ５０ａ～５０
ｃを操作する工具例えばドライバの操作を容易にするためである。
【００３８】
　このように構成される補助天井レール２は、上記主天井レール１と同様にアルミニウム
製押出形材にて形成されている。
【００３９】
　一方、上記継手部材３０は、図１ないし図３，図５及び図７に示すように、主天井レー
ル１の垂直基部１０の側部片１０ｃに当接する垂直片３１と、上記中空フランジ部１４の
上部片１４ａ及び補助天井レール２の仕切壁２０上に載置されるように掛け渡される水平
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片３２とを有するアングル状に形成されている。
【００４０】
　この場合、継手部材３０の一端部すなわち垂直片３１の下面には、第１の嵌入溝１８に
摺動可能に嵌合すべく下方に向かって狭小となる勾配面３３を有する第１の嵌入凸条３４
が形成されている。また、垂直片３１の上部には、第２の嵌入溝１８ａに摺動可能に嵌合
すべく下方に向かって狭小となる勾配面３３ａを有する第２の嵌入凸条３４ａが形成され
ている。更に、継手部材３０の一端部の上面すなわち第２の嵌入凸条３４ａの上面には押
え部材４０と接触する当接面３５が形成されている。
【００４１】
　また、継手部材３０の水平片３２における垂直片３１側の部位には、補助天井レール２
の端面と係合する係止段部３６が設けられている。更に、継手部材３０の水平片３２には
、継手部材３０と主天井レール１及び補助天井レール２とを固定する３個の下部固定部材
例えば第１～第３の下部固定ねじ５０ａ，５０ｂ，５０ｃの取付孔３７ａ，３７ｂ，３７
ｃが穿設されている。この場合、水平片３２における係止段部３６より先端側に２個の取
付孔３７ａ，３７ｂが穿設され、係止段部３６より基端側に１個の取付孔３７ｃが穿設さ
れている（図７参照）。なお、継手部材３０の水平片３２における取付孔３７ｃが穿設さ
れ位置には位置決め用の細溝３８が形成されている。
【００４２】
　上記のように構成される継手部材３０は、アルミニウム製押出形材を所定寸法に切断し
たピース状部材にて形成されている。
【００４３】
　また、上記押え部材４０は、図１，図２，図３，図５（ａ）及び図８に示すように、補
助天井レール２の上部片２２ａの上面に当接する平坦状の押圧片４１と、この押圧片４１
の一端部すなわち主天井レール１側端部から直角に折曲されて主天井レール１の垂直基部
１０の側面に当接する垂下片４２とを有するアングル状に形成されている。
【００４４】
　この場合、垂下片４２の上端部には、主天井レール１に設けられた係合溝１９に係合す
る円弧状の凸状曲面４３ａを有する係合凸条４３が形成されている。また、垂下片４２の
下端部には、継手部材３０の当接面３５と接触する凸状円弧状の当接凸条４４が形成され
ている。
【００４５】
　なお、押圧片４１の先端側部位には、２個の上部固定部材例えば第１，第２の上部固定
ねじ５１ａ，５１ｂが貫通可能な長孔状の取付孔４５ａ，４５ｂが穿設されている。なお
、押圧片４１における取付孔４５ａ，４５ｂが穿設され位置には位置決め用の細溝４６が
形成されている。
【００４６】
　上記のように構成される押え部材４０は、アルミニウム製押出形材を所定寸法に切断し
たピース状部材にて形成されている。
【００４７】
　次に、上記主天井レール１と補助天井レール２の接合手順について説明する。まず、工
場等において、継手部材３０の水平片３２を補助天井レール２の上部中空部２２内の仕切
壁２０と案内凸条２４との間に挿入すると共に、仕切壁２０上に載置し、係止段部３６を
補助天井レール２の端面に係合させる。そして、取付孔３７ａ，３７ｂ内に第１及び第２
の下部固定ねじ５０ａ，５０ｂを貫通して水平片３２を仕切壁２０の肉厚部２０ａにねじ
結合して固定する。
【００４８】
　次に、現場において、吊りボルト（図示せず）を介して建物の躯体（図示せず）側に主
天井レール１を所定の間隔をおいて平行に配置する。次いで、継手部材３０を固定した補
助天井レール２を２本の主天井レール１間に挿入し、継手部材３０の垂直片３１を主天井
レール１の垂直基部１０の側面に当接させると共に、継手部材３０の第１及び第２の嵌入
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凸条３４，３４ａの勾配面３３，３３ａを、主天井レール１の中空フランジ部１４に設け
られた第１及び第２の嵌入溝１８，１８ａの勾配面１７，１７ａに嵌合して、継手部材３
０の水平片３２を中空フランジ部１４の上部片１４ａの上面に当接するように掛け渡す。
そして、継手部材３０に穿設された取付孔３７ｃ内に第３の下部固定ねじ５０ｃを貫通し
て中空フランジ部１４の上部片１４ａにねじ結合して、継手部材３０を主天井レール１に
固定する。この際、第３の下部固定ねじ５０ｃのねじ込みに伴って第１及び第２の嵌入溝
１８，１８ａの勾配面１７，１７ａと第１及び第２の嵌入凸条３４，３４ａの勾配面３３
，３３ａが互いに摺動しつつ係合するので、主天井レール１に対して補助天井レール２が
引き寄せられる。したがって、主天井レール１と補助天井レール２とを簡単に隙間なく接
合することができ、天井面を均一にすることができる。
【００４９】
　なお、この場合、第１及び第２の下部固定ねじ５０ａ，５０ｂは仕切壁２０を貫通する
が、その突出部は下部中空部２１内に納められ、また、第３の下部固定ねじ５０ｃは、中
空フランジ部１４の上部片１４ａを貫通するが、その突出部は中空フランジ部１４の中空
部１４ｄ内に納められるので、外部すなわちクリーンルーム内に露出することはない。し
たがって、天井部の美観の向上が図れる。
【００５０】
　上記のようにして継手部材３０を介して主天井レール１と補助天井レール２を固定した
後、図１及び図２に想像線で示すように、押え部材４０の凸状曲面４３ａを有する係合凸
条４３を主天井レール１に設けられた凹状曲面１９ａを有する係合溝１９内に係合させた
状態で、押え部材４０を図において時計方向に回動して当接凸条４４を継手部材３０の当
接面３５に当接すると共に、押圧片４１を補助天井レール２の上部片２２ａの上面に当接
する。この際、係合溝１９の凹状曲面１９ａと係合凸条４３の凸状曲面４３ａが回動自在
に係合し、かつ、当接凸条４４が凸状曲面を有するので、押え部材４０の取り付けを容易
に行うことができる。このようにして、押え部材４０の押圧片４１を補助天井レール２の
上部片２２ａの上面に当接した状態で、押え部材４０に穿設された取付孔４５ａ，４５ｂ
を貫通する第１及び第２の上部固定ねじ５１ａ，５１ｂを補助天井レール２に設けられた
ねじ溝２３にねじ結合して、主天井レール１と補助天井レール２とを接合する。これによ
り、主天井レール１と補助天井レール２の接合を強固にすることができると共に、堅牢な
天井構造とすることができる。
【００５１】
　上記のようにして主天井レール１と補助天井レール２を接合して格子状空間を形成し、
各格子状空間にＦＦＵ４あるいは天井板３を載置して天井部を構成する。この際、補助天
井レール２に設けられたねじ溝２３を利用してＦＦＵ４を固定することができる。
【００５２】
　上記のように構成されるこの発明に係る天井構造によれば、主天井レール１と補助天井
レール２とを、継手部材３０と押え部材４０の複数の部材をそれぞれ固定して接合するこ
とができるので、主天井レール１と補助天井レール２の接合を強固にすることができる。
また、主天井レール１に係合し、補助天井レール２に固定される押え部材４０によって継
手部材３０の浮上りを阻止することができるので、地震等による引張・曲げ及び捩り加重
による継手部材３０の浮上りやそれに伴う補助天井レール２の捩れ・脱落を起こすことの
ない、堅牢な天井構造とすることができる。
【００５３】
　＜第２実施形態＞
　図９は、この発明に係る天井構造の第２実施形態を示す断面図、図１０は、第２実施形
態の天井構造の要部を示す斜視図、図１１は、第２実施形態の天井構造の要部を示す分解
斜視図である。
【００５４】
　第２実施形態は、第１実施形態に比べて高さ寸法の低い主天井レール１Ａ及び補助天井
レール２Ａを用いて格子状部を形成し、第１実施形態の押え部材４０と形態の異なる押え
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部材４０Ａを用いて主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａを接合するようにした場合で
ある。
【００５５】
　第２実施形態における主天井レール１Ａは、図９ないし図１１に示すように、中空矩形
状の垂直基部１０Ａと、この垂直基部１０Ａの下端両側に延在され、天井板３あるいはＦ
ＦＵ５を載置可能な一対の中空状の外向きフランジ部１４（中空フランジ部１４）と、垂
直基部１０Ａの上部片１０ａの上部に延在する上部狭隘開口溝１５と、垂直基部１０の下
部片１０ｂと両中空フランジ部１４の側部片１４ｂ及び該側部片１４ｂの下端部から相対
向する方向に延在する水平片１４ｃとからなる下部狭隘開口溝１６を具備してなる。なお
、垂直基部１０Ａは、必ずしも中空状である必要はなく、中実状に形成したものであって
もよい。
【００５６】
　主天井レール１Ａのその他の部分は第１実施形態と同様に形成されている。すなわち、
中空フランジ部１４の上部片１４ａの上面の基端側部位に、上方が開口すると共に、先端
側に向かって拡開する勾配面１７を有する第１の嵌入溝１８が主天井レール１Ａに沿って
形成されている。また、垂直基部１０Ａにおける第１の嵌入溝１８の上方に下方が開口す
る円弧状の凹状曲面１９ａを有する係合溝１９が主天井レール１Ａに沿って形成されてい
る。更にまた、主天井レール１Ａの垂直基部１０Ａにおいて、第１の嵌入溝１８と係合溝
１９との間には、上方が開口すると共に、先端側に向かって拡開する勾配面１７ａを有す
る第２の嵌入溝１８ａが主天井レール１Ａに沿って形成されている。
【００５７】
　このように構成される主天井レール１は、アルミニウム製押出形材にて形成されている
。また、下部狭隘開口溝１６の開口部には、合成樹脂製のキャップ部材５が着脱可能に装
着されるようになっている。
【００５８】
　補助天井レール２Ａは、第１実施形態における補助天井レール２の上部中空部２２Ａの
高さ寸法を低くした点以外は第１実施形態と同様に形成されている。すなわち、仕切壁２
０によって区画される中空フランジ部１４と同じ高さを有する略扁平矩形状の下部中空部
２１と、この下部中空部２１の中央部の上方に起立する矩形状の上部中空部２２Ａとを具
備してなる。また、上部中空部２２Ａの上部片２２ａの中央にはねじ溝２３が補助天井レ
ール２に沿って形成されている。また、上部中空部２２Ａにおける仕切壁２０の上方近傍
部位の対峙する側壁２２ｂの対向面には、一対の案内凸条２４が設けられている。この案
内凸条２４と仕切壁２０との間に、継手部材３０の水平片３２が挿入可能になっている。
なお、補助天井レール２Ａの主天井レール１Ａとの接合側端部において、第１実施形態と
同様に、上部片２２ａに切欠き２５が設けられている（図１１参照）。
【００５９】
　このように構成される補助天井レール２Ａは、上記主天井レール１Ａと同様にアルミニ
ウム製押出形材にて形成されている。
【００６０】
　一方、押え部材４０Ａは、図９ないし図１２に示すように、補助天井レール２Ａの上部
片２２ａの上面に当接する平坦状の押圧片４１Ａと、この押圧片４１Ａの一端部すなわち
主天井レール１側端部から登り勾配状に延在する傾斜片４７と、この傾斜片４７の先端部
から押圧片４１Ａに対して直角に折曲されて主天井レール１の垂直基部１０の側面に当接
する垂下片４２とを有する形状に形成されている。
【００６１】
　押え部材４０Ａのその他の部分は第１実施形態と同様に形成されている。すなわち、垂
下片４２の上端部には、主天井レール１に設けられた係合溝１９に係合する円弧状の凸状
曲面４３ａを有する係合凸条４３が形成されている。また、垂下片４２の下端部には、継
手部材３０の当接面３５と接触する凸状円弧状の当接凸条４４形成されている。
【００６２】
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　上記のように構成される押え部材４０は、アルミニウム製押出形材を所定寸法に切断し
たピース状部材にて形成されている。
【００６３】
　なお、第２実施形態において、その他の部分は第１実施形態と同じであるので、同一部
分には同一符号を付して説明は省略する。
【００６４】
　上記主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａとを接合する手順は第１実施形態と同様に
して行うことができる。すなわち、まず、工場等において、継手部材３０の水平片３２を
補助天井レール２Ａの上部中空部２２Ａ内の仕切壁２０と案内凸条２４との間に挿入する
と共に、仕切壁２０上に載置し、係止段部３６を補助天井レール２の端面に係合させる。
そして、取付孔３７ａ，３７ｂ内に第１及び第２の下部固定ねじ５０ａ，５０ｂを貫通し
て水平片３２を仕切壁２０の肉厚部２０ａにねじ結合して固定する。
【００６５】
　次に、現場において、吊りボルト（図示せず）を介して建物の躯体（図示せず）側に主
天井レール１Ａを所定の間隔をおいて平行に配置する。次いで、継手部材３０を固定した
補助天井レール２Ａを２本の主天井レール１Ａ間に挿入し、継手部材３０の垂直片３１を
主天井レール１Ａの垂直基部１０Ａの側面に当接させると共に、継手部材３０の第１及び
第２の嵌入凸条３４，３４ａの勾配面３３，３３ａを、主天井レール１Ａの中空フランジ
部１４に設けられた第１及び第２の嵌入溝１８，１８ａの勾配面１７，１７ａに嵌合して
、継手部材３０の水平片３２を中空フランジ部１４の上部片１４ａの上面に当接するよう
に掛け渡す。そして、継手部材３０に穿設された取付孔３７ｃ内に第３の下部固定ねじ５
０ｃを貫通して中空フランジ部１４の上部片１４ａにねじ結合して、継手部材３０を主天
井レール１に固定する。この際、第３の下部固定ねじ５０ｃのねじ込みに伴って第１及び
第２の嵌入溝１８，１８ａの勾配面１７，１７ａと第１及び第２の嵌入凸条３４，３４ａ
の勾配面３３，３３ａが互いに摺動しつつ係合して、主天井レール１Ａに対して補助天井
レール２Ａが引き寄せられるので、主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａとを簡単に隙
間なく接合することができ、天井面を均一にすることができる。
【００６６】
　上記のようにして継手部材３０を介して主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａを固定
した後、図９に想像線で示すように、押え部材４０Ａの凸状曲面４３ａを有する係合凸条
４３を主天井レール１Ａに設けられた凹状曲面１９ａを有する係合溝１９内に係合させた
状態で、押え部材４０Ａを図において時計方向に回動して当接凸条４４を継手部材３０の
当接面３５に当接すると共に、押圧片４１Ａを補助天井レール２Ａの上部片２２ａの上面
に当接する。この際、係合溝１９の凹状曲面１９ａと係合凸条４３の凸状曲面４３ａが回
動自在に係合し、かつ、当接凸条４４が凸状曲面を有するので、押え部材４０Ａの取り付
けを容易に行うことができる。このようにして、押え部材４０Ａの押圧片４１Ａを補助天
井レール２Ａの上部片２２ａの上面に当接した状態で、押え部材４０Ａに穿設された取付
孔４５ａ，４５ｂを貫通する第１及び第２の上部固定ねじ５１ａ，５１ｂを補助天井レー
ル２Ａに設けられたねじ溝２３にねじ結合して、主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａ
とを接合する。これにより、主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａの接合を強固にする
ことができると共に、堅牢な天井構造とすることができる。
【００６７】
　上記のようにして主天井レール１Ａと補助天井レール２Ａを接合して格子状空間を形成
し、各格子状空間にＦＦＵ４あるいは天井板３を載置して天井部を構成する。
【００６８】
　なお、第２実施形態では、第１実施形態の主天井レール１に対して高さ寸法の低い主天
井レール１Ａを用いているが、第１及び第２の嵌入溝１８，１８ａに対する係合溝１９の
距離（寸法）は同じである。したがって、第２実施形態において、主天井レール１Ａに代
えて第１実施形態の主天井レール１を用いてもよい。
【００６９】
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　上記のように構成される第２実施形態の天井構造によれば、第１実施形態と同様の効果
が得られる他に、押え部材４０Ａを代えることで、配置する低い高さ寸法の補助天井レー
ル２Ａを主天井レール１Ａに接合することができる。また、図９に想像線で示すように、
押え部材４０Ａに代えて第１実施形態の押え部材４０を用いることで、高さ寸法の高い補
助天井レール２を接合することができる。このように、形状の異なる押え部材４０，４０
Ａを選択して用いることで、配置する補助天井レール２，２Ａの高さの自由度を保たせる
ことができる。更にまた、主天井レール１，１Ａに係合し、補助天井レール２Ａに固定さ
れる押え部材４０Ａによって継手部材３０の浮上りを阻止することができるので、地震等
による引張・曲げ及び捩り加重による継手部材３０の浮上りやそれに伴う補助天井レール
２の捩れ・脱落を起こすことのない、堅牢な天井構造とすることができる。
【００７０】
　＜その他の実施形態＞
　なお、上記実施形態では、主天井レール１，１Ａに設けられた第１及び第２の嵌入溝１
８，１８ａに、継手部材３０に設けられた第１及び第２の嵌入凸条３４，３４ａを嵌合さ
せた状態で、下部固定ねじ５０ａ～５０ｃによって固定する場合について説明したが、強
度が許される場合には、第１の嵌入溝１８と第１の嵌入凸条３４の嵌合を省略してもよい
。この場合においても、継手部材３０は押え部材４０，４０Ａによって押圧されて固定さ
れているので、地震等による引張・曲げ及び捩り加重による継手部材３０の浮上りやそれ
に伴う補助天井レール２，２Ａの捩れ・脱落を起こすことのない、堅牢な天井構造とする
ことができる。
【００７１】
　なお、上記実施形態ではクリーンルームの天井構造について説明したが、クリーンルー
ム以外においても、天井板３やＦＦＵ４（フィルタユニット）等の天井設備を載置すべく
格子状に配置される天井レールを具備するものであれば、その他のシステム天井の天井構
造にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】この発明に係るクリーンルームの天井構造の第１実施形態を示す断面図である。
【図２】第１実施形態の天井構造の要部を示す拡大断面図である。
【図３】第１実施形態の天井構造の要部を示す斜視図である。
【図４】この発明における継手部材の固定状態を示す一部断面斜視図である。
【図５】図１のI－I線に沿う断面図（ａ）及び図１のII－II線に沿う断面図（ｂ）である
。
【図６】この発明における補助天井レールを示す斜視図である。
【図７】この発明における継手部材の上側斜視図（ａ）及び下側斜視図（ｂ）である。
【図８】この発明における押え部材の斜視図である。
【図９】この発明に係るクリーンルームの天井構造の第２実施形態を示す断面図である。
【図１０】第２実施形態の天井構造の要部を示す斜視図である。
【図１１】第２実施形態の天井構造の要部を示す分解斜視図である。
【図１２】第２実施形態における押え部材の斜視図である。
【符号の説明】
【００７３】
１，１Ａ　主天井レール
２，２Ａ　補助天井レール
３　天井板
４　ＦＦＵ（ファンフィルタユニット）
１０，１０Ａ　垂直基部
１４　外向きフランジ部（中空フランジ部）
１７，１７ａ　勾配面
１８　第１の嵌入溝
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１８ａ　第２の嵌入溝
１９　係合溝
１９ａ　凹状曲面
２３　ねじ溝
３０　継手部材
３３，３３ａ　勾配面
３４　第１の嵌入凸条
３４ａ　第２の嵌入凸条
３５　当接面
３７ａ，３７ｂ，３７ｃ　取付孔
４０，４０Ａ　押え部材
４１，４１Ａ　押圧片
４３　係合凸条
４３ａ　凸状曲面
４４　当接凸条
４５ａ，４５ｂ　取付孔
５０ａ，５０ｂ，５０ｃ　下部固定ねじ（固定部材）
５１ａ，５１ｂ　上部固定ねじ（固定部材）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 4841374 B2 2011.12.21

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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